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１　議題
（資料説明：事務局）
（資料１　第２回大津町宿泊税検討委員会で出された課題の整理）

（委員長）
それでは、まず議題1について事務局から説明をいただきましたので、何かご意見やご質問があればよろしくお願いいたします。

（委員）
7ページの5番では、各年度の宿泊税収の推移がこれまでの状況を踏まえて示されていますが、資料2には「近い将来にホテルの客室数が2,000室になる見込み」と記載されています。この点を考慮すると、将来予測で現在の試算の約2倍程度の税収が見込めると判断して差し支えないでしょうか。

（事務局）
事務局としては概ねその通りに考えております。現在、令和６年度までのサンプル調査における対象の客室数は930室で、現在令和６年度の宿泊者数を把握中です。今後は調査対象となるホテルや客室数がさらに増加する見込みです。サンプル調査で調査していなかったホテルも含めると、将来的に最大で約2,000室に達する可能性があります。


（委員長）
ありがとうございました。ご質問の件ですが、現在調査中のため具体的な数値が出るまでにもう少し時間を要する、という認識でよろしいでしょうか。併せて、2,000室程度の客室の供給がある想定のもとでは、現時点で稼働率の予測が難しい、というご説明で理解しています。

（事務局）
現在の事務局の想定では、税収は概ね1億円程度を見込んでいます。
仮に税率を200円とした場合、令和5年度の宿泊数を基にした税収見込みは、7ホテルの実績値（計932室）を基に算出すると約6,000万円になります。この基準で客室数が2,000室に増加すると約1億2,000万円まで伸びる試算です。やや慎重に見積もっても約1億円の税収が見込める計算となります。実績値に基づき、試算は随時修正していく必要があると考えています。

税率案については、200円とする案は税率がやや高い可能性があると考えています。一方で、税率を100円に下げると事務費との比率が問題になる懸念があります。なお、他団体でも200円の定額を採用している例が多いです。参考資料は以前お配りしたものをご確認ください。税率を含めた最終的な判断は今後の委員会での議論事項となりますので、今申し上げた点も踏まえたご意見をいただければと思います。

（委員長）
ありがとうございます。課税の免除や免税点など、税率に関わる問題についても議論すべき点が出てくると考えています。約1億円の新たな収入の使途については、会議の後半で詳しくお話しさせていただきたいと思います。ほかにご質問やご意見はございますか。

（委員）
ページ8の「町の将来を見据えた投資的事業について」から、観光業・宿泊業の立場で述べます。まず、町の将来的な税収がどこに期待できるかが最重要です。公共施設の整備により将来の税収増を見込むのは当然ですが、その税収増の基礎となる部分が宿泊業にあると考えます。

特に設備投資と減価償却の視点を含めた議論が不可欠です。ホテルなど宿泊施設が増えることで大津町にどれだけの流動人口が呼び込まれるのか、そしてその中からどのような産業やサービスが新たに生まれてくるのかを具体的に見積もる必要があります。将来の税収を見通せないまま計画を作ると、実態とかけ離れた試算になってしまう懸念があります。

また、発展を期待する層と、安定を重視する層との間で意見が分かれる点も重要です。今こそ、発展を受け入れるための理解や意識を町全体に広げていく取りみが必要だと考えます。

（委員長）
ありがとうございます。委員のおっしゃるとおり、産業界の発展を求める立場と、住民の生活の安定を重視する立場との間には、微妙な利害の対立が生じる可能性があります。この点については、丁寧で分かりやすい説明を行うなど、解決のための方法を考えていく必要があります。事務局としての今後の進め方について、具体的なご提案があればお聞かせください。

（事務局）
宿泊税の観点からご説明します。10ページをご覧ください。
今後、宿泊者や来訪者が増加することが見込まれるため、住民と宿泊者が共生できる環境を整備する必要があると考えております。具体的には、ごみの増加や人の流入に伴う諸課題に対応するための施策が求められます。例えば、ごみ対策や受け入れ態勢の強化などの対策が考えられます。また、委員の提言も踏まえつつ、住民と来訪者の共生に向けた議論を進めることが重要です。
人口ビジョンなどの形で、町全体の将来像を示していくことも検討しています。

（事務局）
総合政策課から、振興計画における「町の人口ビジョン」を試算している状況についてご報告します。

今回の試算は、国の国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が公表している人口推計をベースに行いました。社人研の推計では大津町の人口は今後増加する見込みとされています。ただし、隣接する町へのTSMC進出に伴う開発や、半導体関連企業の集積が進むことも想定されるため、当町の人口増加率にその影響を加味して試算を調整しています。

現在、大津町の人口は3万6千人を超えていますが、本試算では2040年に4万1千人を上回り、ピークは2045年で約4万1,300人となる見込みです。この推計の範囲までは人口が伸びるのではないかと見込んでおります。

（事務局）
事務局としては、この人口ビジョンも含めて、住民側が今後どのような状況になるのか、そして宿泊者との共生をどのように実現するのかを、引き続き考えていく所存です。

（委員）
将来像を検討していくうえで、定住人口だけではなく、流動人口も重要と考えます。この町に事業が立ち上がるとき、流動人口の増加がどのように影響するかを考慮しなければなりません。宿泊者が増えることは流動人口の一部であり、町の性質を決定づける要素です。

（委員長）
人口が単純に増加するだけでなく、大津町を目的とした人の移動や、日中と夜間での人口の流動性も考慮する必要があり、宿泊者の増加を踏まえ、宿泊者にとってもやさしい町づくりにつながる形で宿泊税の導入・検討を進めるべきだというご意見ですね。今回は宿泊税の使途について後半でご説明のうえ、ご指摘の点も加味しながら、ご議論いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。


（委員）
委員のお話のとおり、前回の会議資料（4ページ）には財源の検討が記載されています。長期的に見ると、大津町では社会保障費の増大と税収の減少が見込まれ、財政面での厳しさが懸念されると記載があります。

こうした状況だからこそ、住民と訪問者の両方の利益につながるまちづくりをどのように行うのかの議論の中で、宿泊税だけに頼るのではなく、町として必要な投資は着実に行うという考え方を、改めて確認しておくというのが宿題であったはずです。

（委員長）
委員からご指摘がありました。すべての事業を宿泊税に依存するのではなく、他の財源も含めて、町全体として検討を行っていく必要があると考えます。この点について、事務局のご見解をお聞かせいただけますでしょうか。

（事務局）
ご意見ありがとうございます。事務局としても、宿泊税にのみ依存する考えはなく、他の財源や施策と併せて運用すべきだと考えております。宿泊者にとって必要な施策に宿泊税を充てるべきだと考えており、その使い道や優先順位については、皆さんと議論しながら町として方針を決めていきたいと考えています。

（委員長）
ご意見ありがとうございました。それでは、次の議題に移ります。使途について事務局からご説明をお願いいたします。

（資料説明：事務局）
「資料２　大津町のめざすべき姿について」により説明　7Pまで

（委員長）
一旦ここまででよろしいでしょうか。
前回から話を進めてきましたが、大津町として「どのような町になりたいか」という明確なビジョンが示されず、宿泊税が導入されても「何に」「どのように」使うのかという議論が十分にできていない状況であったため、今回事務局に説明を求めたところ、実際にはそのような計画が存在するということがわかりました。本来はこのように総合計画や観光戦略で示されている施策に宿泊税を充てていくのが妥当だと考えます。その意味で、「現在の宿場町」として大津町がこれから目指すべき姿に向けて取り組んでいることや、その現状、基本理念についてご説明いただきました。また、今後どのような形で理想とする町づくりを構築していくかについての説明もあり、その中で「現在の宿場町を実現するための目標」として4つのポイントが示されました。

これからは、それらの目標を実現するために具体的に何に使うのかという使途の議論に入っていきます。ここまでの段階でご質問やご意見があれば一度伺い、それを踏まえて具体的な内容に進めたいと考えています。ご意見はいかがでしょうか。


（委員）
基本理念は詳細に記載されていますが、その中で明確に書かれていない点があります。それは、大津町の宿泊環境がビジネスホテルを中心に整備されていることです。この点は地域によって大きく異なる重要な特徴だと考えます。

特に観光業や宿泊業に関わる立場から見ると、従来型の旅館や観光ホテルにおいてはまず「観光客をいかに呼び込むか」が課題になります。そのためには、地域資源や施設、自然などをひとつの目玉にして集客する必要があります。その上で、問題となりやすいのはビジネス客の取り込みです。観光客は時期変動があり、平常時には宿泊需要が十分でないことが多く、ビジネス客をどう安定的に確保するかが大きな課題になっています。

一方で、今回の大津町のケースでは、ビジネス客を取り込むためのホテルが宿泊環境の中心になっています。そのため、観光客の受け入れ方や週末の利用促進といった点が相対的に弱くなっている印象です。基本理念の中に、観光客の増加や週末利用の促進をどのように実現していくかを明記していただけると、地域の宿泊・観光戦略がより現実に即したものになると考えます。

（委員長）
なるほど。現代の宿場町として目指すべき姿の基本理念には、週末を活用したビジネス客のみならず観光客を誘致するまちづくりを目指す旨の文言があった方が良いということですね。

（委員）
大津町の特徴として、ビジネスホテルをベースにして2,000人から2,500人の宿泊者数を受け入れる町であることに基づいた基本理念の中に、そういった取組みに係る記載があれば良いと思いました。

（委員長）
その基本理念の文言の変更については、大丈夫でしょうか。

（事務局）
今お示ししている資料についてはあくまで町の考えを示しているもので、正式な形で公表しているわけではありません。いただいたご意見を踏まえ、再度検討し、この基本理念を第7次の振興総合計画にどこまで反映できるのか検討していきたいと思います。

（委員長）
委員が言われたいのは、振興総合計画など実際の文言の中にその一言があれば、宿泊税を効果的に使えるという意見ですよね。もし次の計画の中でこの文言が入れば、大津町がビジネス客主体の地域であることが他に類を見ないことを示しながら、観光客の誘致や週末の利用方法なども含めた広い意味での宿泊税の取り方の起点になると考えますが、よろしいでしょうか。他に何かご質問、ご意見はありますか。

（委員）
宿泊税の話とは直接関係ないかもしれませんが、私は大津町に住んで38年になります。これまでなぜ宿場町としての開発を行わなかったのか、またなぜ今になって「現代の宿場町」を目指すのかが気になります。観光地としての魅力をどう高めるか、歴史や誇りを未来につなぐ取組みについては、10年前から始めていてもよいものではなかったかと感じます。

宿泊税以外の分野に係る議論でもマスタープランの話が常に出ますが、どの観点から町の人口が増加すると捉えているのかが見えません。夜を楽しい街にしようという記載が資料にありますが、事業者として、働く人がいないから取り組みたくても取り組めない、という点が問題となっています。働く人がいなければ何をやっても十分に機能しません。大津町が発展しなければ、何らか「呼び水」になるようなものがなければ、観光客を呼び込む要素も乏しいと思います。だからこそ、宿泊税の議論も含め、もっと大きな視点で取り組まなければ、近隣へアピールすることも難しいと考えます。

まずは大津町のマスタープランをどう盛り上げていくかについて、熱意を持って議論を重ねる必要があると思います。先日、議会を傍聴しましたが、まだ議論が不十分に感じられました。第7次振興計画の議案の際には、ぜひ改めてご検討いただければありがたいです。意見を申し上げました。

（委員長）
ありがとうございます。本来、宿泊税に関する議論を行うためには、町が目指すべき大きな方向性をどのようにしていくのかの議論が必要です。その点を話し合う場は、ほかに設けられていますか。

（事務局）
事務局としては、町が目指すべき大きな方向性について、振興総合計画で提示していくことになります。現在策定中の第7次振興総合計画は令和8年度からの8年間を計画期間としています。観光分野も計画に含まれているため、委員のご意見も踏まえ、町として観光をどのように進めていくかを検討していきます。

（委員長）
委員が指摘した「呼び水の欠如」については、そもそも何のために大津町へ来るのかという目的意識が重要だと考えます。また、施策の受け手となるべき主体の状況が整っていないことが、新しい取り組みや変化を生み出せない大きな要因になっており、そうした状況で宿泊税の導入や議論を進めても具体的な成果に結びつくかは疑問です。ほかにご意見はありますか。

（委員）
もちろん、観光に着目して宿泊客を増やすことは考えられますが、現状の宿泊はビジネス客が主体です。宿場町として観光を増やすことも理解できますが、現実的ではないと思います。実際にはビジネスをどう伸ばすかが重要かと思います。今後想定されている宿泊室数の増加に伴いお客様も増えていく保証はないため、ビジネス客に対するアプローチが必要です。

（委員長）
ホテル業界として、これから客室が増えることに対して、どのような対応策を考えていますか。ビジネス客を増やすためのマーケティングや、新しい観光誘致の形などについてお聞かせください。

（委員）
当然、ビジネス客向けのプランを行っていますが、委員が言われた通り、週末は観光を狙わざるを得ないという立場です。しかし、観光地・宿場町としての認識がなされていないので、現状は厳しいと感じています。

（委員長）
観光で人を呼ぶのではなく、ビジネスの余波で地域が潤う形がわかりやすいのかもしれません。週末だけホテルが空いている、という状況は、宿泊者としては使い勝手が良いと思います。週末の空室を埋める方法などの議論はなされていますか。

（事務局）
週末にはスポーツなどのイベントが誘致されて行われることも多く、宿泊需要を喚起する可能性があると考えています。今後の具体的な計画はまだありませんが、コロナ以前には観光協会などとの連携でインバウンド誘客に向けた取り組みも進めていました。

（委員長）
なるほど、逆に言いますと、そこのところの議論を進めるために宿泊税を充当するということも考えられると思います。現場に近しい委員から意見をいただければと思いますが。

（委員）
私たちもこうした議論に長く携わっています。熊本地震からの復旧・復興に尽力し、それらの取組みが形になってきたタイミングで、国の政策を踏まえ海外からの誘致・インバウンド誘致に方向性を切り替えた途端に、コロナ禍に見舞われたため、大津町の計画も見直しせざるを得ないというような背景があったかと思います。町の様々な状況が変化している中で、行政がやるべきことが地域の中でも見えていなかったと思っています。
これからの取組みという点では、空港周辺にあった県施設のテクノポリスセンターが会議室を備えていたところ、現在は売却され近隣で会議室が不足しているため、大津町と協働して会議室の情報をホームページに掲載しています。MICE的な要素を活用していくことで、地域や宿泊施設の需要を引き出せると思います。

（委員長）
いろいろな課題があると感じますが、今このタイミングで宿泊税を契機に新たに見直し、適正な使途について議論していければと思います。ここまで、大津町のあるべき姿を復習したので、これから事務局より宿場町を実現するための取り組み案をご提示いただき、それを基に皆さんに考えてもらえればと思います。使途についての資料の説明をお願いします。

（資料説明：事務局）
「資料２　大津町のめざすべき姿について」により説明　８Pから１０Pまで

（委員長）
いろいろな立場からの意見が出ると思いますが、今回のセッションでは、現代の宿場町の実現に向けてご提出いただいた案のうち、特に宿泊税を充てたいと考えている項目を事務局から挙げていただいているため、各項目について順番に、①宿泊税を充てる必要があるか、②宿泊税を使うことに賛成か反対か、③その費用の妥当性、④優先度（早急に実施すべきか、後回しでよいか）といった観点から、意見をお伺いしたいと思います。

（委員）
駅周辺の整備は、当然ながら早急に進めるべきだと考えます。現在、駅周辺についての協議を進めていますが、JRビルの建設が予定されており、さらに空港アクセス鉄道が整備されれば通過点になってしまう可能性が高まります。

このような立地を踏まえると、早急にこの取組を進めて魅力ある肥後大津駅にしておかないと、乗客がわざわざ下車してくれないのではないかと懸念しています。仮に下車しても、行くべき場所や魅力が分かりにくければ、駅で降りる必要性は薄れてしまいます。

駅利用を促進するには、通行の動線やにぎわい創出を含めたまちづくりを駅周辺と一体で進めることが不可欠です。優先順位を駅周辺整備に置いていただれければと思います。

（委員長）
ありがとうございます。同様の意見をお持ちの方が多いと思いますが、逆に「そこまでやらなくてもいいのではないか」「優先順位はあまり高くない」と考えている方はいらっしゃいますか。

（委員）
念のため、確認させてください。駅ビルの建設に宿泊税を充てるということを言っているのでしょうか。それは適切ではないはずですよね。

（事務局）
事務局の宿泊税の考えとしては、駅ビルなどの建設に伴い、フリーWi-Fiのように宿泊客が活用する機能を充実させるために充てるものであり、駅ビル自体の建設に用いることは考えていません。

（委員長）
必要だというご意見が出ていますが、反対のご意見はございますか。あわせて、必要だとお考えの方の中でも、本項目の優先順位が高いとお考えの方はいらっしゃいますか。

（委員）
はい、駅ビルの整備は重要だと私も考えます。ただし、宿泊税を支払う宿泊客の利便性を考えると、駅ビルの整備に先立って基盤インフラや二次交通の利便性を整備する必要があります。宿泊施設の利便性が確保されていなければ、大津町が単なる通過点になってしまいます。二次交通の利便性を優先することで、宿泊客が実際に肥後大津駅で降り、駅ビルを有効に活用してもらえるようになるはずです。

（委員）
私も優先的対応の項目の中では、まず駅ビル周辺と二次交通を優先すべきだと考えます。

優先的対応の項目について、町単独で対応できることなのか、それとも町だけでは解決できず事業者等の協力が必要なのかを考えると、「外国人観光客への受入環境整備」と「飲食体験の強化」は、事業者との連携がなければ実現が難しいものです。

町として最優先で取り組むべきは、「肥後大津駅周辺の魅力化」と「二次交通の利便性向上」に加えて、先ほど観光に関する意見も出ましたが、現状では宿泊需要の約7割がビジネス需要です。したがって、ビジネス需要を伸ばすことは宿泊者に還元される効果が期待でき、宿泊税の使途として有効に機能する可能性が高いです。短期的には、そうした点を踏まえた使途配分を検討することが必要だと思います。

（委員長）
初期はビジネス需要を中心に様子を見て、一定期間後に見直しを行う際に、観光客をさらに増やすための施策に予算を充てていく、というイメージでよろしいでしょうか。

（委員）
そのようなイメージが良いのではないかという意見です。

（委員長）
承知しました。駅周辺の整備については、皆さんも必要だとのご同意いただいており、優先順位は1番または2番とのお考えでよろしいでしょうか。

次に確認したいのは、外国人観光客の受入環境整備についてです。これが「本当に必要」か「宿泊税を充てるべきかどうか」、また「優先度はどのくらいか」、についてご意見をお聞かください。

（委員）
[bookmark: _Hlk214277214]宿泊施設については、事業者自身が整備していることが多く、Wi-Fi整備については、ほぼすべての宿泊施設が対応しています。また、外国語対応についても、外国人従業員を雇用するなど、既に対応している宿泊施設も多いと思います。逆に、宿泊施設に対し行いたい取組みについてアンケートを実施していただければ、活用できる部分も見つかるのではないかと考えています。

（委員長）
宿泊税収を使ってもいいけれども、優先度はそんなに高くないといった感じでしょうか。

（委員）
はい、既に宿泊施設については、Wi-Fi環境や外国語対応などはかなり整っていると思います。

（委員長）
他に、現場でご覧になっていて何かご意見はありますか。

（委員）
インバウンドの強化に関しては、商工会などが取り組んでいる中で、やる気のある事業者は率先して進めていると思います。ただ現時点で、大津町の目指すべき姿に照らしてどれだけ整備が進んでいるのか、具体的な現状がわからないので、優先度もわからない状況です。

（委員長）
なるほど。委員が言われたように、ほとんど意識の高いところは既に整備済みで、その他のニーズについては民間からの希望を聞く必要があるということですね。調査の意思はありますか。

（事務局）
現時点では調査を行う計画はないのですが、いただいたご意見を踏まえて今後検討していきます。

（委員長）
そのためか、優先順位は高くないという印象です。次に、飲食体験の強化についてお話ししたいと思います。委員からもお聞きしましたが、ナイトタイムエコノミーを作り上げるために、飲食体験の強化も関連してくると思われますが、ご意見はありますか。

（委員）
ナイトタイムの活用について、例えば宿泊者が町内の飲食店へ食べに行きたいのに、タクシーがないというのが、宿泊者にとっての大津町の課題です。飲食店自体を充実させたとしても、飲食店に行くまでの手段がないため、コンビニで夕食を購入して済ませる、市内で夕食を取る、ということになるのが一番の問題点だと思っております。ホテル内で食べられる宿泊者には問題ありませんが、宿泊施設に夕食を食べる場所がない場合もあります。このため、飲食体験の強化だけでなく、交通手段も合わせて整備しないと、充実したナイトタイムエコノミーは実現できません。

（委員長）
ありがとうございます。それに対して追加のご意見や反論などありましたらご発言ください。そうすると、飲食体験の強化は交通手段とセットで行うべきだということでよろしいでしょうか。

（委員）
その通りだと思います。交通手段をしっかり整備しないと、飲食体験の向上も難しいと思います。最後に、二次交通の利便性向上についてのご意見があればお聞きしたいと思います。

（委員）
宿泊税を充てていく必要性を疑問視しています。この項目は企業が行っていく部分だと思いますので、優先順位としては低いと考えています。

（委員長）
必要なサービスだが、宿泊税を活用するかといった点では優先順位が低いということですね。

（委員）
宿泊者にとってのインフラ整備は非常に重要であると考えます。宿泊者が町にお金を落とすようにするため、宿泊者が町中心部に出ていく気持ちを促す、そういう役割があると思っています。また、325号線沿いに新しいホテルが増えている中で、それらのホテルと町中心部をどう繋げていくかが大切です。宿泊先が公共交通で行けるのであれば、顧客の層も変わってくるのではないかと考えています。

（委員長）
委員がおっしゃったように民間の努力も重要ですが、民間も収益が上がるか分からなければ、事業を行わないという側面もあります。そのため、実証実験を行ってこのような交通が必要か否かを明確にするために、宿泊税を使うというアイデアは良かったのではないかと私は思います。

（委員）
先ほども申し上げましたが、飲食業の強化については、労働力の確保がまずは重要です。モバイルオーダーやキャッシュレスの促進に宿泊税を充てていくのは良いと思いますが、多くの飲食店が働き手を確保できない状況ですから、店自体が営業してくれなければ、宿泊税を充ててそのような事業を行ったとしても意味がない。
タクシーやシャトルバス等々については、運行を何時までにするかも今後検討していく必要があると思いますが、宿泊税を充ててシャトルバスを用事、準備してもらうことは、非常に有効的じゃないのかなと私は思っております。

（委員長）
リストアップされた優先順位が高いものや、単独では解決しない項目もあるという意見ですね。何か他に追加のご意見はありますか。

（委員）
時系列で優先順位が変わってくるかもしれないので、初期に特に力を入れていくべきところの整理が必要だと思います。

（委員長）
その通りですね。優先順位付けは必要であるものの、状況に応じて優先順位の変化もあるでしょう。今はビジネス客主体ですけれども、これから客室数が増えてきて、観光客が増えてくるような状況が見えた場合には、観光客に対する施策という目線で再度考え、宿泊税の使い方を変えていく可能性があると思います。それでは、最後に波及的対応について、事務局からご説明をいただき、ご意見を伺いたいと思います。


（資料説明：事務局）
「資料２　大津町のめざすべき姿について」により説明　１１P～１３Pまで

（委員長）
はい、ありがとうございました。ここで挙げていただいた波及的対応について、これは「必要ない」とか、ここは「ぜひともやるべきだ」といった優先順位について意見があるかと思いますので、全般的に波及的対応に関してご意見やご質問があればお願いいたします。

（委員）
すみません、この「観光資源等の魅力向上について」ですが、江藤家、上井手のかんがい施設、不知火光右衛門に観光に来られる方はいらっしゃいますか。

（事務局）
生涯学習課から説明させていただきます。江藤家住宅については年に5回ほど一般公開を行っております。春と秋に全体の公開を、その他にも一部の資料展示室の公開を行っておりまして、春と秋の一般公開では大体、来場者数が300人から400人程度です。なお、11月にも一般公開を開催します。からいもフェスティバルと同日で、地元の協力を得て行っています。また、不知火光右衛門の生誕200周年記念イベントも企画しております。11月2日に益城町主体で子ども相撲教室を行いますが、このイベントの中で、大津町からは生誕200周年の不知火光右衛門のイベントブースの開設を予定しており、200人から300人の来場者を見込んでいます。

（委員長）
説明、ありがとうございます。江藤家住宅の公開や相撲教室の参加者は、大津町の方ですか。

（事務局）
町外の方もいらっしゃいますが、町内の方も参加しております。

（委員長）
その方々は宿泊をされてここにいらっしゃる方ですか。

（事務局
こちらの調査はしておりません。申し訳ありません。

（委員）
入場料はとられていないのですか。

（事務局）
はい、すべて無料でございます。

（委員）
入場料を取れば、江藤家等の保全に役立つし、ここに宿泊税を充てる必要はないのではないかと思います。

（事務局）
江藤家住宅の公開等については、あくまでも観光資源という形で行っており、地域の観光資源をPRすることを目的にしています。資料中の施策は、その足がかりになればと考えて記載しております。

（委員長）
そこで、必要か不要か、あるいは優先順位が高いか低いかは、自然とわかるのではないかと感じます。ありがとうございます。他に何か意見がありますか。

（委員）
長崎市の視察資料を見ていると、やはり情報発信の割合が高かったので、先ほど説明いただいた優先的対応が落ち着いてきたら、「現代の宿場町として大津町」のブランディングもやっていかなければならないと思いました。

（委員長）
はい、ありがとうございます。

（事務局）
町としても、情報発信をしていかなければと考えています。想定しているのは、例えば空港での待ち時間で、大津町の観光情報について分かるようなものを用意し、大津町を知っていただくことなどを提供できればと思っています。

（委員長）
優先順位を考えた場合、波及的対応の中にありますので、段階的にこうしたものを利用していきたいという理解でよろしいですか。他に何かご意見はありますか。

（委員）
先週の日曜日に大津町のスポーツ文化コミッションによる日本文化体験事業がありました。お茶の体験や着物の着付け教室があり、台湾やヨーロッパからの外国人の方々が約50名参加されました。こうした文化体験は、外国から「大津に行きたい」と思わせることにつながる点で、非常に良かったと感じています。参加費は5,000円ですが、体験で使った浴衣や下駄をもらうことができるため、参加費のほとんどが原資に使用されているようです。このような面白い事業があるので、スポーツ・文化の普及に宿泊税を使っていただければと思います。

（委員長）
ありがとうございます。日本各地がオーバーツーリズムと言われ観光客で満杯である状況です。少し前にオーストラリアに滞在していた時、向こうの仲間に聞いたところ、日本文化体験をするにあたっては、別に京都や奈良で体験しなくても、その体験が本物であればよい、本物の体験は日本各地にあるだろう、と言っていました。混雑していないところで、ゆっくり楽しみたいというニーズがある中で、委員が発言されたことを、現在の宿場町として、徹底的に大津町が行うなら、宿泊税を活用する意義はあると感じます。ただ、これが中途半端では「呼び水」にはならないので、しっかりしたボリュームを持たせるための覚悟が必要だと思います。迎える側にもやる気がないと、誰も来てくれません。そのため、住民も巻き込みながら、大津町の未来を描き、どのようなお客様を迎え、どんな体験をしてもらい、どのように帰ってもらうか具体的に青写真が描ければと思います。

お話を進めたいところですが、時間が来たので、今回のところはこれで締めさせていただきたいと思います。最後に一言言っておきたいことがあればお願いします。

（委員）
宿泊税に関してさまざまな意見が上がることで、周りから関心が高まると思います。それにより、事業者が大津町で起業したいという気持ちが出てくると思います。駅前の整備やアクセスが向上すること、特に鉄道での移動ができるということは、事業者にとって魅力だと思います。これをベースに宿泊事業者が増えることがあると思いますが、これまで宿泊者が増えたこと自体について大津町としてどれだけ予測していたのか、今後、駅前の整備やアクセスの向上により宿泊者が増加することについてどのように受け止めるかが重要です。ある程度、基本的な部分をしっかりと位置づけておく必要があると思います。

（委員長）
最初に委員が言われた流動人口、新たな整備によって人が集まったり滞在したり、定住したりする動きが出てくると思います。それに備えて、何をしていくべきか、様々なフェーズを迎えるごとに、宿泊税の見直しも含め、段階的に対応が必要だと思います。事務局は引き続きよろしくお願いいたします。これで議題の2を終わりますので、その他について事務局からご案内をお願いいたします。ありがとうございます。

（資料説明：事務局）
その他について、事務局で説明。特に質問はなし。
アンケートについて補足。

（事務局）
アンケート等についての中間報告ですが、現在、事業者から9社、一般のお客様から約160件の回答を得ており、集計と分析を進めているところです。事業者様については、できるだけ多くの回答が欲しいと考えておりますので、引き続き回収を進めてまいります。委員長からもお話があったように、第4回目である程度まとめた報告ができればと考えています。よろしくお願いいたします。

（事務局）
本日は長い間ありがとうございました。貴重なご意見を伺いながら、宿泊について議論を深めていければと思います。委員の方から、「10年間で大津町は何をしたのか」という厳しいご意見もいただきましたが、熊本地震が大きなきっかけで、熊本県全体の動きも活発になりました。「創造的復興」というキーワードには、防災とインバウンドが中心に挙がりました。その後、インフラも整備されてきた中で、このキーワードを大津町でうまく捉え切れなかった部分があります。しかし、TSMCの進出によって「ビジネス」というキーワードが浮上してまいりました。防災やインバウンドに加え、大津町が持つ利点を生かして、需要を取り込んでまいりたいと思っています。今後とも、ご議論を賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。

（事務局）
本日ご提言いただいた内容をもとに、第4回ではその使途を含めた宿泊税の案を示したいと考えております。これをもちまして、第3回大津町宿泊税検討委員会を閉会いたします。
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